
第

三

百

十

七

号

令

和

四

年

七

月

二

十

二

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
助
成
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

農
業
経
営
課)

三
〇
九
ペ
ー
ジ

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

三
一
〇

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

三
一
〇

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置
指
定

(

建
築
指
導
課)

三
一
〇

公

示

○
令
和
四
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
実
施

(

商
工
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課)

三
一
二

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

三
一
三

○
指
定
管
理
者
の
変
更
の
届
出

(

都
市
公
園
課)

三
一
三

規

則

岐
阜
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
助
成
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
四
号

岐
阜
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
助
成
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
農
業
経
営
負
担
軽
減
支
援
資
金
助
成
規
則(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
百
三
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中｢

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す｣

を｢

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る｣

に

改
め
、
同
項
第
一
号
中｢

に
あ
っ
て
は｣

を｢

で
あ
っ
て｣

に
、｢

に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た

す
も
の
で
あ
る
こ
と
。｣

を｢

の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の｣

に

改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

に
あ
っ
て
は｣

を｢

で
あ
っ
て｣

に
、｢

各
号
の
い
ず
れ
の
要
件
に
も
該
当

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。｣

を｢

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の｣

に
改
め
、

同
号
イ
中｢

を
満
た
す｣

を｢

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

地
域
に
お
け
る
継
続
的
な
農
地
利
用
を
図
る
者
で
あ
っ
て
、
生
産
の
効
率
化
等
に
取
り
組
む
も

の
と
し
て
市
町
村
が
認
め
る
者

別
記
第
七
号
様
式
中｢に

つ
き
年
8.25パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
も
っ
て
｣

を｢の
日
数
に
応
じ
､
支

払
う
べ
き
金
額
に
対
し
､
政
府
契
約
の
支
払
遅
延
防
止
等
に
関
す
る
法
律
(昭
和
24年
法
律
第
256号

)

第
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
財
務
大
臣
が
決
定
す
る
率
を
乗
じ
て
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日



岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
七
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
六
十
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
、
建
築
事
務
所
長
が
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五

年
建
設
省
令
第
四
十
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第 317 号 岐 阜 県 公 報 令和４年７月22日 ( 310 )

告

示

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

松

原

芋

島
線

路
線
名

区

間

各
務
原
市
川
島
松
原
町
字
三

斗
山
九
七
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

九
七
番
八
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� �･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

供
用
開
始

の
期
日 ��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) 備

考

県
道

道
路
の
種
類 県

道

岐

阜

巣

南
線

大

野

路
線
名

有

穂

中

坪
線

安
八
郡
神
戸
町
大
字
西
座
倉
字
源

場
九
七
六
番
二
地
先
か
ら

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
下
磯
字
流
レ

四
二
一
番
一
地
先
ま
で

区

間

郡
上
市
八
幡
町
有
穂
字
上
谷
津
一

三
四
九
番
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
中
谷
津
一

四
二
七
番
一
地
先
ま
で���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･�
令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･�･��

令
和�･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

令
和
元･�･��



岐
阜
・
西
濃
建
築
事
務
所
長

中
濃
建
築
事
務
所
長

東
濃
建
築
事
務
所
長
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羽
島
郡
笠
松
町
北
及
字
高
坪
一
五
九
九

瑞
穂
市
牛
牧
字
細
道
一
一
三
四
番
四

安
八
郡
安
八
町
南
今
ケ
渕
字
中
筋
四
三

一
番
四

本
巣
市
浅
木
字
中
ノ
筋
二
〇
五
番
四

本
巣
市
政
田
字
清
水
一
六
三
九
番
四

本
巣
市
上
真
桑
字
北
清
水
二
二
〇
四
番

四
の
一
部

羽
島
郡
笠
松
町
円
城
寺
字
西
栗
屋
七
六

五
番
六

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
字
社
古
地
一
〇
六

三
番
三
六

本
巣
市
上
真
桑
字
大
正
寺
一
七
二
八
番

四 羽
島
郡
笠
松
町
田
代
字
白
鬚
八
九
六
番

四 羽
島
市
竹
鼻
町
飯
柄
字
高
田
七
四
六
番

四

位

置�･�� �･�� �･��〜�･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･��〜�･�� �･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル)��･��� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･��� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
三
九
号
の

一
〇

岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
三
九
号
の

九 岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
三
九
号
の

八 岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
三
九
号
の

七 岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
三
九
号
の

六 岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
三
九
号
の

五 岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
三
九
号
の

四 岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
三
九
号
の

三 岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
三
九
号
の

二 岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
三
九
号

指
定
番
号

同�･�� 同�･�� 同�･�� 同�･�� 同�･�� 同�･�� 同�･�� 同�･� 同�･�� 同�･�� 令
和�･�･�� 指

定

年
月
日

中
津
川
市
手
賀
野
字
原
五
五
四
番
三

位

置

関
市
下
有
知
字
竹
ノ
内
三
三
二
二
番
四

同 美
濃
加
茂
市
清
水
町
一
丁
目
字
清
水
上

八
九
六
番
三
一
の
一
部

美
濃
加
茂
市
本
郷
町
四
丁
目
字
下
屋
敷

一
七
三
二
番
四

位

置

羽
島
郡
岐
南
町
平
島
三
丁
目
三
〇
番
四

瑞
穂
市
稲
里
字
三
ノ
町
三
三
三
番
四

羽
島
市
福
寿
町
本
郷
字
宮
越
四
九
一
番

四 羽
島
市
正
木
町
曲
利
字
才
勝
一
三
三
八

番
四

番
七

�･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル) �･��〜�･�� �･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル) �･�� �･�� �･�� �･����･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･�� ��･�� ��･��
岐
阜
県
指
令

東
建
築
第
八

六
号

指
定
番
号

岐
阜
県
指
令

中
建
築
第
二

六
号
の
三

同 岐
阜
県
指
令

中
建
築
第
二

六
号
の
二

岐
阜
県
指
令

中
建
築
第
二

六
号

指
定
番
号

岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
三
九
号
の

一
五

岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
三
九
号
の

一
四

岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
三
九
号
の

一
三

岐
阜
県
指
令

岐
西
建
築
第

一
三
九
号
の

一
二

一
三
九
号
の

一
一

令
和�･�･�� 指

定

年
月
日

令
和�･�･�� 同 同�･� 令

和�･�･�� 指

定

年
月
日

同�･�� 令
和�･�･�� 同 同�･��



(

道
路
の
位
置
を
示
す
図
面
は
、
そ
の
位
置
を
所
管
す
る
建
築
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
令
和
四
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
実
施

採
石
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号)

第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採

石
業
務
管
理
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
の
で
、
採
石
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
六
年
通
商
産

業
省
令
第
六
号)

第
八
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
ま
す
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

試
験
期
日
及
び
時
間

令
和
四
年
十
月
十
四
日(

金)

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で(

一
二
〇
分)

二

試
験
場
所

岐
阜
市
薮
田
南
一
丁
目
一
一
番
一
二
号

岐
阜
県
水
産
会
館
一
階
大
会
議
室
及
び
二
階
中
会
議
室

三

試
験
科
目

１

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
法
令
事
項(

環
境
保
全
等
関
係
法
令
事
項
を
含
む
。)

２

岩
石
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項(

岩
石
の
採
掘
、
発
破
、
破
砕
選
別
、
汚
濁
水
の
処
理
、

脱
水
ケ
ー
キ(

脱
水
処
理
に
伴
っ
て
生
ず
る
湿
状
の
岩
石
粉)

の
処
理
、
廃
土
及
び
廃
石
の
堆
積

並
び
に
採
掘
終
了
時
の
措
置
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項)

四

受
験
手
続

１

申
込
用
紙
の
配
布

受
験
願
書
の
用
紙
は
、
令
和
四
年
七
月
二
十
五
日(

月)

か
ら
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
工
・
エ

ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
、
同
部
岐
阜
地
域
産
業
労
働
室
及
び
各
県
事
務
所
で
配
布
し
ま
す
。

郵
送
を
希
望
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表
に｢

採
石
業
務
管
理
者
試
験
受
験
願
書
請
求｣

と
朱
書

し
て
、
八
十
四
円
分
の
切
手(

二
部
又
は
三
部
を
希
望
す
る
場
合
は
、
九
十
四
円
分
の
切
手)

を

貼
っ
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒(

定
形
郵
便
物
の
封
筒)

を
同
封
の
上
、
〒
五
○
○
―
八
五
七

○

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
工
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
に
請

求
し
て
く
だ
さ
い
。

２

申
込
方
法

受
験
願
書
に
必
要
な
事
項
を
記
入
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商

工
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

一�
写
真

手
札
形(

お
お
む
ね
縦
十
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)

と
し
、

受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
上
半
身
像
で
そ
の
裏
面
に
撮
影
年
月
日
、

氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の
と
し
ま
す
。

二�
受
験
票(

用
紙
は
、
受
験
願
書
と
同
時
に
配
布
し
ま
す
。)

３

申
込
受
付
期
間

令
和
四
年
九
月
一
日(

木)

か
ら
同
月
十
五
日(

木)

ま
で
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、

日
曜
日
及
び
祝
日
は
除
き
ま
す
。

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、｢

書
留｣

又
は｢

簡
易
書
留｣

と
し
、
封
筒
の
表
に｢

採
石
業
務
管
理

者
試
験
受
験
願
書
在
中｣

と
朱
書
し
て
、
〒
五
○
○
―
八
五
七
○

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番

一
号

岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
工
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
に
送
付
し
て
く
だ
さ
い
。
令
和
四
年
九

月
十
五
日(

木)

ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

五

受
験
手
数
料

手
数
料
は
、
八
千
百
円
と
し
、
こ
れ
に
相
当
す
る
額
の
岐
阜
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
貼
り
付

け
て
く
だ
さ
い(

消
印
し
な
い
こ
と
。)

。

な
お
、
受
験
手
数
料
は
、
申
込
み
が
受
理
さ
れ
た
後
は
、
返
還
し
ま
せ
ん
。

六

合
格
者
の
発
表

令
和
四
年
十
一
月
四
日(

金)

に
試
験
に
合
格
し
た
者
の
受
験
番
号
を
岐
阜
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
岐
阜
県
庁
掲
示
板
に
掲
示
し
ま
す
。
ま
た
、
合
格
者
本
人
に
合
格
証
を
交

付
し
ま
す
。
な
お
、
不
合
格
者
に
対
し
て
も
、
そ
の
旨
を
通
知
し
ま
す
。

七

試
験
結
果
の
提
供

令
和
四
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
試
験
の
結
果
を
受
験
者
に
提
供

し
ま
す
。

１

提
供
す
る
試
験
結
果

採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
総
合
得
点
及
び
科
目
別
得
点

２

提
供
期
間

合
否
発
表
の
日
か
ら
一
月
間
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土
岐
市
泉
町
河
合
字
馬
渡
六
六
四
番
一

二

�･����･��
岐
阜
県
指
令

東
建
築
第
八

六
号
の
二

同�･��



３

提
供
す
る
場
所

県
庁
個
人
情
報
総
合
窓
口(

県
庁
二
階)

及
び
各
県
事
務
所
特
別
窓
口

４

提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
書
類
等

試
験
結
果
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
は
、
本
人
確
認
の
で
き
る
次
の
書
類
等
が
必
要
で
す
。

一�
受
験
票

二�
運
転
免
許
証
、
旅
券
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
そ
の
他
受
験
者
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認

で
き
る
書
類
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ

八

そ
の
他

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
工
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
鉱
政
係(

電
話

○
指
定
管
理
者
の
変
更
の
届
出

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

第
九
条
の
二
第
四
項
の
規
定

○
五
八
―
二
七
二
―
八
三
五
九(

直
通))

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

に
よ
り
、
世
界
淡
水
魚
園(

世
界
淡
水
魚
園
水
族
館
を
含
む
一
部
の
区
域
を
除
く
。)

の
指
定
管
理
者

で
あ
る
株
式
会
社
オ
ア
シ
ス
パ
ー
ク
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
例
第
九
条
の
八
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。
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岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

四
〇
号
の
六

令
和

四
・

二
・
二
二

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

三
四
号
の
三

令
和

四
・

三
・
一
八

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築

第
一
六
六
号
の
九

令
和
四
・

六
・

三

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

三
三
号
の
二
一

令
和

四
・

二
・
二
一

岐
阜
県
指
令
岐
西
建
築
第
一

三
二
号
の
二
〇

令
和

三
・
一
一
・
一
〇

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

安
八
郡
神
戸
町
大
字
神
戸
字
西
浦
一
七
二
〇
番
及
び
一
七
二
一
番
の
一
部

羽
島
郡
岐
南
町
平
島
一
丁
目
二
〇
二
番
一
、
二
〇
三
番
一
、
二
一
〇
番
か

ら
二
一
三
番
ま
で
、
二
一
四
番
二
及
び
二
一
五
番

瑞
穂
市
本
田
字
高
田
四
一
三
番
一
、
四
一
三
番
二
、
四
一
三
番
三
の
一
部
、

四
一
四
番
一
の
一
部
、
四
一
四
番
二
の
一
部
及
び
四
一
四
番
四
の
一
部

羽
島
市
正
木
町
曲
利
字
才
勝
一
三
八
九
番
、
一
三
九
〇
番
一
、
一
三
九
〇

番
二
、
一
三
九
一
番
一
、
一
三
九
一
番
二
及
び
一
三
九
二
番

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

岐
阜
県
安
八
郡
神
戸
町
大
字
神
戸
一
一
一
九
番
地
の
一

有
限
会
社
ア
イ
ケ
ン

取
締
役

飯

沼

満

岐
阜
県
岐
阜
市
加
納
清
水
町
二
丁
目
二
六
番
地

株
式
会
社
横
瀬
板
金
工
業
所

代
表
取
締
役

横

瀬

進

一

岐
阜
県
羽
島
郡
岐
南
町
上
印
食
八
丁
目
八
二
番
地

大
丸
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

臼

井

泉

岐
阜
県
羽
島
市
福
寿
町
間
島
三
丁
目
五
八
番
地

七
い
ろ
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

塚

田

真

弓

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

� � � �� � � �



令
和
四
年
七
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

変
更
の
あ
っ
た
事
項

団
体
の
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

阿
久
根

浩
(

変
更
後)

川
頭

孝
浩

二

変
更
年
月
日

令
和
四
年
六
月
二
十
八
日
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令
和
四
年
七
月
二
十
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


